
 

 

第２号議案 

 

令和５年度 事業計画 

 

１．本市の実情に即した担い手の育成・確保に向けた基本的考え方 

国では、農林水産業の所得向上を実現するため、総理を本部長とする農林水

産業・地域の活力創造本部において、令和元年 12 月に改訂された「農林水産

業・地域の活力創造プラン」で、これまでの農政全般にわたる改革に加えて、

新たに「輸出促進の司令塔組織の立ち上げによる更なる輸出拡大」、「スマート

技術の現場実装とデジタル政策の推進」、「農林水産業に新たに就業する者のす

そ野の拡大と定着の促進」等が示されたところである。 

このような中、富山市では、平成 29 年 3 月には「富山市農業・農村振興計

画」（平成 29～令和 8 年度）を策定し、活力ある強い農業の実現を図るため、 

・認定農業者や新規就農者など、農業を担う意欲ある担い手の育成・確保 

・担い手への農地集積や６次産業化などによる農業の競争力の向上 

を進めることとしている。 

     

 

 

 ・担い手の現状と育成目標は、下表のとおり 

 現   在 

（令和４年度末） 

育成目標 

（令和 8 年度） 

認定農業者 ３５９      ４８０  

 うち、認定農業法人 １３５    １０１  

（ 備 考 ） 育 成 目 標 は 、 平 成 2 9 年 3 月 に 策 定 し た 「 富 山 市 農 業 ・ 農 村 振 興 計 画 」

に お け る 目 標 値 で あ る 。  

 

・新規就農者の確保・育成目標（平成 28 年度～令和 8 年度） １５０名（累計） 

 

 

 



 

 

２．活動計画 

（１）担い手育成総合支援協議会活動 

市協議会は、意欲ある農業者による農業の継続を促進し、新規就農者や認

定農業者等の担い手の充実強化に向けた事業計画を推進するため、平成２９

年度に作成したホームページ（農業人とやま）による農業者及び就農希望者

への支援制度や研修会等の情報提供を実施する。 

 

（２）経営改善・能力向上の推進 

認定農業者の農業経営改善計画の実現や新たな認定農業者の育成を図るた

めに、パソコン農業簿記研修会の開催や農事組合法人を対象とした研修会の

開催や農地の利用集積の促進を実施する。 

 

 

（３）担い手の確保・育成 

新規担い手の確保や育成を図るため、経営所得安定対策や農業人材力強化

総合支援事業（農業次世代人材投資金、農の雇用事業）、農業経営体法人化等

支援事業（農業経営者総合サポート事業）など、担い手に対する支援策の積

極的かつ総合的な活用を図るほか、既存の経営体が抱える課題に合わせた多

様な相談内容に対応するため、交流会や研修会を実施する。 

また、集落・地域における、中心経営体の育成・確保、それ以外の農業者

を含めた地域農業のあり方を検討するために、地域計画の策定を進めるとと

もに、今後、各地域において中心となる経営体（認定農業者、集落営農組織

等）の育成を関係機関との連携を図りながら実施する。 

 

（４）新規就農者の支援及び体制等の整備 

     新規就農者の育成・確保及び継続的に支援する体制を整備するため、富山

農林振興センターのコーディネートのもと、一体的な支援策を講じる体制の

構築を図る。 

また、新規就農希望者を発掘するため、市内小学校による農業体験への支

援活動や農業高校生を対象とした交流会を実施する。 

 

 （５）経営継承の促進 

    経営継承情報を共有できる体制づくりと周知のためのチラシ作成や、外部

講師によるセミナーを開催する。 

 

 （６）就農意識の啓発 

    就農意識の啓発活動として、新規就農者向けのリーフレットの作成や、小

学生用の農業副読本を作成する。 



 

 

（７）農地の集積・集約化の推進 

     農業の競争力強化のために不可欠な農業構造の改革と生産コストの削減を

実現するため、農地の中間的受け皿となる富山県農地中間管理機構から委託

を受け、相談窓口での対応や出し手の掘り起し及び交渉、借受予定農用地等

の位置や耕作状況、権利関係の確認、借受希望者との交渉を実施する。 

 

（８）その他 

上記の他、担い手育成･確保のため、必要な活動を実施する。 

 

 

３．本年度数値目標 

  ・認定農業者の育成        ３０経営体 

   ・新規就農者の育成・確保     １５名 

 


